
全
-
け
久
局
、
。
ル

第
三
十
七
巻
第
二
競

昭
和
五
十
三
年
九
月

設
行

成
化
初
年
の
民
療
と
御
史
の
役
割

間

野

潜

音量

波
澗
に
富
ん
だ
英
宗
の
生
涯
も
、
天
順
八
年
正
月
そ
の
幕
を
閉
じ
、
長
子
見
深
が
十
八
才
で
帝
位
を
纏
い
だ
。
す
な
わ
ち
憲
宗
成
化
帝
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
治
世
は
必
ら
ず
し
も
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
明
史
巻
十
三
、
憲
宗
本
紀
一
に
も
、

是
年
(
天
順
八
年
〉
、
雨
畿
、
川
、
度
、
剤
、

裏
盗
賊
大
起
、
道
路
不
通
、

と
い
い
、
ま
た
、

成
化
元
年
三
月
庚
戊
、
四
川
山
都
掌
鐙
凱
、

と
あ
る
よ
う
に
、
即
位
嘗
初
か
ら
四
川
、
雨
蹟
、
刑
裏
等
の
各
地
に
事
件
が
勃
護
し
て
い
る
。
こ
れ
が
劉
千
斤
を
中
心
と
し
た
荊
裏
の
乱
で
あ

①
 

り
、
ま
た
康
西
猪
族
の
大
藤
峡
の
乱
で
あ
る
。

= 1 ー
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し
か
し
こ
こ
で
民
撲
と
稿
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
で
は
な
い
。

る
。
お
よ
そ
民
摸
と
は
、
諸
橋
轍
次
氏
の
大
漢
和
僻
典
で
は
、

同
じ
成
化
元
年
に
起
っ
た
雨
畿
、
河
南
等
の
災
害
を
指
す
の
で
あ

「
漢
は
病
、
民
の
難
儀
」
と
い
う
解
稗
の
他
に
、

新
江
、

「
人
民
が
悪
政
に
苦
し
む
こ
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と
」
と
い

う
穿
っ

た
説
明
を
付
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
単
に
文
字
の
意
味
か
ら
見
れ
ば
、
民
の
難
儀
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
貼
で
は
災
害
に
苦

し
む
民
の
去
の
み
が
紡
御
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、

後
者
の
解
剖
押
か
ら
い
え
ば、

そ
の
災
害
を
も
含
め
て
の
悪
政
の
下
に
お
け
る
苦
難
が
浮
か
び

あ
が
っ

て
く
る
。
で
は
具
般
的
に
成
化
J

例
年
の
民
撲
と
、

そ
の
災
害
に
お
け
る
巡
視
諸
官
、
あ
る
い
は
監
察
御
史
の
役
割
を
検
討
し
、
彼
等
が

災
害
針
策
を
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て、

解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
か
を
論
究
し
た
レ
と
思
う
。

明
史
を
十
三
、
憲
宗
本
紀

一
に
よ
れ
ば
、

成
化
元
年
夏
五
月
辛
酉
、
大
雨
時包、

壬
氏
、
避
正
殿
減
館
、
教
群
臣
修
省
、

ル」
L
い

さ
ら
に

八
月
丁
丑
、

工
部
侍
郎
沈
義
、

余
都
御
史
呉
深
振
撫
雨
畿
餓
民
、
辛
己
、
窪
暴
骸
、

- 2 ー

私
七
月
己
酉
、
莞
天
下
草
衡
屯
糧
十
之
三
、
甲
子
、
振
雨
畿
、
断
江
、
河
南
機
、

;、

:
、

1t
L
A
ノ
カ

ま
ず
最
初
の
記
事
で
は
大
雨
宮
が
い
ず
れ
の
地
で
起
っ

た
か
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
七
月
及
び
八
月
の
記
事
と
の
関
連
も
は
っ
き

り
し
な
い
。
し
か
し
憲
宗
貫
録
各
十
六、

成
化
元
年
夏
四
月
庚
寅
の
僚
に
は
、

申
時
雨
意
、
大
如
卵
、
損
禾
稼
、

と
あ
り

ま
た
闘
椛
巻
三
十
四

同
日
の
候
に
は

京
師
大
雨

E
、
傷
稼
、

と
レ
う
と
こ
ろ
か
ら
、
す
で
に
成
化
一冗
年
凶
月
に
京
師
で
大
雨
一軍
が
あ
り
、
農
産
物
に
災
筈
を
写

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
憲
宗
貫
録
巻

十
七
、
成
化
元
年
五
月
辛
酉
の
僚
に
、

未
刻
大
雨
意
、



と
い
う
が
、
園
権
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
、

京
師
大
雨
意
、

と
レ
っ
て
い
る
の
で
、
京
師
に
お
い
て
夏
の
五
月
に
大
雨
電
が
降
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
驚
い
た
朝
廷
は
、
翌
日
直
ち
に
文
武
群

し臣

皆殺
造識
もし
ま

た帝
秋自

君主
侠語

宅管
議五
す具
る天

2者
~ ~こ
命薩
じ Q
1 と

モ②t
廷
臣
に
修
省
を
命
じ
、

民
間
よ
り
の
買
掛
採
掛
の
物
料
は
悉
く
停
止

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
明
史
の
成
化
元
年
五
月
の
記
事
の
説
明
に
な
っ
て
も
、
七
月
の
雨
畿
、
新
江
、
河
南
の
畿
と
い
う
出
来
事
に
は
つ

な
が
ら
な
い
。

つ
ま
り
五
月
か
ら
七
月
ま
で
の
聞
に
、
大
き
な
災
害
が
誕
生
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ま
ず
成

化
元
年
六
月
初
め
の
江
北
准
安
等
府
の
大
水
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
宗
貫
録
巻
十
八
、
成
化
元
年
六
月
戊
寅
の
僚
に
、

江
北
准
安
等
府
、
大
水
、
傷
禾
稼
、

と
あ
り
、
准
安
府
を
中
心
に
江
北
一
徹
に
出
水
し
、
大
き
な
被
害
が
で
た
。
し
か
も
こ
の
月
の
う
ち
に
天
候
異
獲
に
よ
る
災
害
の
報
告
が
、
宜

③
 

府
、
西
安
を
は
じ
め
、
山
海
閥
、
永
卒
、
蔚
州
、
遁
化
等
の
進
境
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

そ
の
た
め
た
ま
た
ま
戸
部
の
上
奏
し
た
河
南
、
山

東
、
快
西
、
湖
底
夙
の
定
員
増
加
は
、
監
察
御
史
張
糊
等
の
反
射
に
よ
っ
て
取
り
止
め
と
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
宗
貫
録
巻
十
八
、

成
化
元
年
六
月
甲
申
の
僚
に
、

-3-

監
察
御
史
張
糊
等
-
=
円
近
者
戸
部
奏
、
欲
於
河
南
・
山
東
・
快
西
・
湖
康
四
布
政
司
、
各
添
設
参
政
参
議
一
員
、
順
天
弁
直
隷
各
府
及
四

布
政
司
所
属
府
分
、
各
添
設
問
知
一
員
、
職
専
撫
民
提
督
栽
種
桑
藁
、
臣
等
切
惟
、
建
官
所
以
安
民
、
官
多
則
民
擾
、
立
法
所
以
除
姦
、

法
出
則
姦
生
、
故
生
一
事
不
如
省
一
事
、
興
一
利
不
如
除
一
害
、
今
戸
部
所
言
、
困
窮
有
理
、
其
貫
不
能
無
弊
、
蓋
朝
廷
置
布
政
司
府
州

牒
官
、
無
非
動
課
農
桑
、
修
奉
庶
務
、
以
安
養
斯
民
間
己
、
何
用
専
設
農
桑
之
官
、
重
矯
民
病
、
況
今
水
皐
相
伯
、
民
多
餓
碧
、
正
省
費

蘇
民
之
時
也
、
乞
寝
其
奏
、
従
之
、

165 

と
あ
り
、
監
察
御
史
等
の
上
言
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
四
布
政
司
及
び
そ
の
所
属
の
府
や
順
天
、
直
隷
各
府
に
添
設
の
官
員
増
加
を
取
り
や
め
さ
せ
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る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
ま
さ
に
水
田
平
に
よ
っ
て
人
民
の
苦
患
が
甚
し
く
、

今
増
員
に
よ

っ
て
勘
農
官
を
設
け
る
よ
り

も
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
中
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
費
を
節
約
し
、
人
民
を
安
養
せ
し
め
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
貼
に
あ
っ

た
。

ち
な
み
に
此
躍
に
翠
げ
た
河
南
、
山
東
、
快
西
、
湖
贋
の
四
布
政
司
、
及
び
順
天
、
直
隷
の
各
府
こ
そ
、

嘗
時
災
害
の
甚
し
い
慮
で
あ
り
、

の
究
情
を
背
景
に
監
察
御
史
の
上
言
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

こ
う
し
て
水
早
に
よ
る
災
害
が
横
大
し
て
く
る
と
朝
廷
と
し
て
も
無
策
の
ま
ま
で
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
そ
れ
が
明
史
の
憲
宗

本
紀
に
い
う
「
甲
子
、
振
雨
畿
、
新
江
、
河
南
餓
」

と
い
う
記
事
に
現
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
宗
貫
鋒
巻
十
九
、
成
化
元
年
七
月

甲
子
の
僚
に
は

般
南
北
直
線

・
祈
江

・
河
南
活
撫
迩
按
官
、

賑
縮
問
機
民
、

是
歳
各
庭
司
府
州
照
各
奏
、

久
雨
水
減
、

要
既
無
牧
、
稲
苗
腐
燭
、
歳
機
民

食
、
戸
部
向
書
馬
田
町
請
放
、
各
官
賑
湾
、
及
措
備
糧
儲
、
以
侯
支
給
、
従
之
、

と
い

い
、
南
北
直
隷
、
新
江
、
河
南
の
巡
搬
巡
按
官
に
赦
し
て
、
機
民
を
賑
済
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
各
地
が
久
雨

水
況
で
稲
姿
の
牧
穫
に
苦
し
む
肢
を
各
布
政
司
、
府
州
眠
か
ら
上
奏
し
て
き
た
の
に
射
し
、
そ
の
針
策
を
直
接
そ
の
地
方
の
布
政
司
、

府
州
豚

で
な
く
、

巡
悔
い巡
按
官
に
放
し
て
庭
置
せ
し
め
て
い
る
貼
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

勿
論
こ
れ
ら
の
南
北
直
殺
、
新
江
、
河
南
等
各
地
の
災
害
に
つ

い
て
は
、

巡
撫
、
活
按
の
み
が
専
管
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
科
道

官
で
あ
る
六
科
給
事
中
か
ら
も
、

貰
情
報
告
な
ら
び
に
針
策
意
見
が
上
奏
さ
れ
る
。
憲
宗
貫
録
巻
十
九
、
成
化
元
年
七
月
辛
未
の
僚
に
、

- 4 ー

戸
科
等
給
事
中
裳
芳
等
言
、
比
年
以
来
、
救
荒
無
術
、
一
週
水
皐
儀
荒
、

老
弱
者
轄
死
溝
盤
、
貧
窮
者
流
従
他
郷
、
至
今
南
陽
荊
裏
等
慮

流
民
、
不
下
十
敵
寓
人
、
而
南
北
直
隷
、
漸
江
、
河
南
等
慮
、
或
水
或
阜
、
夏
褒
絶
枚
、
秋
成
無
筆
、
米
債
朔
貴
、
人
民
機
費
、
恐
及
来

春
、
必
有
死
亡
流
移
之
思
、
噺
緊
意
外
之
虞
、
乞
行
遁
計
飲
食
人
民
多
寡
、
所
在
倉
糧
有
無
、
設
法
賑
済
、

民
有
儲
積
者
、
勘
貸
興
民
、

官
篤
立
券
、
稔
歳
計
息
以
償
、
凡
遁
年
負
欠
、
不
許
有
司
温
徴
、

死
道
路
者
、
令
有
司
媛
之
、

詔
下
戸
部
議
行
、

一
鹿
戸
口
食
瞳
科
汲
顔
料
厨
役
班
匠
等
項
、
倶
暫
停
止、

其
漂
溺
及
鱗



と
い
い
、
近
頃
の
水
皐
機
荒
に
よ
り
、
老
弱
者
は
道
路
に
行
き
倒
れ
、
貧
窮
者
は
他
郷
に
流
徒
し
て
、
南
陽
荊
裏
等
鹿
の
流
民
が
十
齢
寓
人
を

下
ら
な
い
と
の
ベ
、
さ
ら
に
南
北
直
隷
、
淑
江
、
河
南
等
で
は
、
災
害
に
よ
り
米
褒
の
牧
穫
も
見
込
ま
れ
ず
、
米
債
は
騰
貴
し
、
人
民
は
苦
難

の
中
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
劃
す
る
方
策
と
し
て
、
飲
食
の
民
と
所
在
の
倉
糧
を
調
査
し
て
賑
済
し
、
儲
積
の
あ
る

者
か
ら
は
、
立
北労
し
て
借
り
上
げ
、
牧
穫
の
あ
っ
た
時
に
返
還
す
る
等
の
意
見
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
議
論
は
先
の
甲
子
に
示
さ
れ
た
巡
撫

巡
按
官
へ
の
指
示
を
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
戸
科
給
事
中
衰
芳
等
の
上
言
と
同
じ
日
に
出
さ
れ
た
監
察
御
史
呉
遠
等
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、

監
察
御
史
呉
遠
等
言
、
皇
上
即
位
以
来
、
風
雨
不
時
、
災
診
存
至
、
陰
雲
累
月
、

渥
雨
経
旬
、
壊
腫
合
、
傷
禾
稼
、
蘇
松
准
揚
河
南
街
江

湖
底
夙
山
東
州
将
、
亦
多
災
襲
、
推
原
其
由
、
皆
内
外
臣
僚
失
職
所
致
、
古
之
大
臣
、
往
往
遇
災
、
知
曜
避
位
自
責
、
今
之
諸
大
臣
、
方
E

悟
不
介
意
、
乞
断
自
{
辰
衷
策
菟
其
尤
者
、
初
誌
吏
部
罷
方
面
不
職
者
、
則
天
意
可
回
、
而
災
異
自
消
失
、
上
嘉
納
之
、

- 5 ー

と
い
い
、
近
来
の
災
異
は
、
内
外
の
臣
僚
の
失
職
の
致
す
所
で
あ
る
の
に
、
今
の
大
臣
は
悟
と
し
て
意
に
介
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
不
遁
嘗
な

者
は
罷
め
し
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
災
異
白
か
ら
消
失
す
る
と
ま
で
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
災
害
は
天
災
で
は
な

く
、
人
災
だ
と
い
う
意
見
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
民
撲
が
た
だ
に
天
災
の
み
な
ら
ず
、
人
災
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
く
る
の
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
、
愈
々
朝
廷
も
本
格
的
に
災
害
針
策
に
乗
り
出
し
た
。
そ
れ
が
明
史
の
八
月
の
記
事
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
憲

宗
貫
録
巻
二
十
、
成
化
元
年
八
月
丁
丑
の
僚
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

@

⑤

 

命
工
部
右
侍
郎
沈
義
、
右
余
都
御
史
臭
孫
、
巡
視
民
療
、
義
往
保
定
等
慮
、
珠
往
准
揚
、
賜
以
教
書
、
且
趣
其
行
、
敷
日
、
朕
惟
園
以
民

負
本
、
民
以
食
詩
天
、
民
有
被
災
失
所
者
、
極
価
救
済
、
誠
不
可
緩
、
今
天
雨
連
綿
、
田
禾
無
牧
、
人
民
飲
食
、
不
能
安
生
、
特
命
爾
往

167 
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宋
巡
視
民
模
、
爾
至
彼
、
即
督
同
巡
按
御
史
及
府
州
腕
正
官
、
親
詣
被
災
庭
所
、
従
公
鐙
勘
、
如
果
人
民
快
食
、
先
渡
見
在
倉
糧
、
験
口

賑
済
、
若
木
慮
倉
糧
不
足
、
於
間
近
州
豚
在
官
倉
糧
供
給
、
或
於
大
戸
股
貫
之
家
、
以
躍
動
借
、
如
賑
済
之
糧
、
食
用
己
輩
、
仰
宜
匿
霊

播
種
、
仰
殿
督
所
在
有
司
、

政
情
、
其
被
災
之
家
、
戸
内

一
庭
科
差
税
糧
、
量
魚
減
菟
、
春
作
之
時
、
依
少
種
子
牛
具
者
、
鴛
之
措
姉
勘
借
、
官
爵
給
散
、
令
其
危
時

加
意
巡
視
恢
側
、
伸
之
各
途
生
業
不
致
失
所
、
若
有
坐
視
民
患
、
及
貧
酷
罷
頼
者
、

事
迭
巡
按
御
史
等
官、

依
律
問
罪
設
落
、
阪
正
有
病
者
、
奏
請
昨
擢、

箪
職
有
犯
、
軽
則
量
情
責
罰
、

重
則
奏
聞
医
慮
、
凡
有
禦
災
救
荒
之
事
、
悉
聴
爾
便
宜
施

行
、
然
後
奏
問
、
爾
受
所
託
、
須
深
鐙
朝
廷
州
民
之
意
、
夙
夜
童
心
以
副
朕
懐
、
如
或
怠
慢
不
謹
、
底
置
本
方
、
以
致
人
民
餓
芋
流
移
、

@
 

斯
繭
之
責
不
可
迫
也
、
爾
其
勉
之
恨
之
、

と
。
す
な
わ
ち
工
部
右
侍
郎
沈
義
を
保
定
、
情
(定
方
面
に
、

ま
た
右
愈
都
御
史
呉
珠
を
准
揚
方
面
へ
と
、
民
撲
の
巡
視
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

巡
視
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
朝
廷
に
よ
っ
て
民
療
の
巡
視
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
災
害
に
よ
る
人
民
の
苦
難
を

人
災
と
も
い
う
べ
き
悪
政
を
調
査
せ
よ
と
い
う
意
味
ま
で
含
ん
だ
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
自
か
ら
明

- 6 ー

し
か
し
少
く
と
も
特
に
災
害
の
甚
し
い
地
方
に
、
中
央
よ
り
特
命
を
受
け
た
巡
視
の
官
が
汲
遣
さ
れ
た
こ
と
は
、

一
歩
朝
廷
の
施
策
が
前
進

し
た
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
教
書
に
よ

っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
施
策
は
要
す
る
に
上
よ
り
行
な
う
救
災
針
策
の
常
套
手
段
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
巡
視
民
療
官
た
る
沈
義
、
呉
深
が
そ
の
被
災
地
に
赴
く
と
、

そ
の
地
方
の
巡
按
御
史
及
び
府
州
腕

の
正
官
等
と
協
同
し
て
質
情
を
調
査
し
、
人
民
の
飲
食
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
所
在
の
官
倉
よ
り
倉
糧
を
賑
済
す
る
。
も
し
不
足
な
れ
ば
附
近
の

州
腕
よ
り
借
給
す
る
。
あ
る
い
は
大
戸
股
買
の
家
よ
り
借
り
て
賑
済
に
充
て
る
。
ま
た

一
方
で
税
糧
科
差
等
の
減
菟
を
行
う
と
い
う
方
法
で
あ

り
、
こ
の
程
度
の
庭
置
な
ら
ば
、
す
で
に
戸
科
給
事
中
蓑
芳
等
の
上
言
の
中
に
も
、
も
り
込
ま
れ
て
い
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
案

芳
等
の
上
言
が
、
沈
義
、
英
疎
ら
の
汲
遣
に
な
り
、
そ
の
劉
臨
応
策
も
そ
の
ま
ま
沈
義
ら
に
輔
嫁
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考

工
部
侍
郎
沈
義
:
:
:
」
の
句
と
、
衣
の
「
辛
巳
疲
暴
骸
」
と
が
つ
な
が

っ
て
く
る
。
な
ぜ
な

え
れ
ば
、
明
史
に
い
う
と
こ
ろ
の

「
八
月
丁
丑
、



ら
ば
意
宗
貫
録
巻
こ
十
、
成
化
元
年
八
月
辛
巳
の
僚
に

詔
南
北
直
隷
、
新
江
、
河
南
諸
慮
、
民
漂
溺
餓
死
者
、
所
司
即
矯
埋
座
、
勿
使
暴
露
、
従
給
事
中
裳
芳
請
也
、

ま
さ
に
給
事
中
友
芳
の
請
に
も
と
寺つ
い
て
推
進
さ
れ
た
事
柄
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

沈
義
、
呉
深
の
詳
説
民
痩
な
ら
び
に
賑
済
を
朝
廷
の
第
一
の
施
策
と
す
れ
ば
、
第
二
の
施
策
は
災
害
地
域
に
劃
す
る
財
政
上
の
軽
減
措
置
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
主
と
し
て
戸
部
に
闘
す
る
問
題
で
あ
る
。
戸
部
と
し
て
は
沈
義
ら
が
巡
視
の
命
を
受
け
た
時
貼
に
績
い
て
、
そ
の
施
策
を
打

ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
憲
宗
寅
録
径
二
十
、
成
化
元
年
八
月
戊
寅
の
僚
に
、

と
い
う
よ
う
に
、

「
辛
巳
窪
暴
骸
」
は
、

戸
部
奏
、
四
方
水
皐
之
後
、
民
不
明
生
、
請
暫
菟
歳
徴
戸
口
盟
紗
、
弁
累
年
遁
欠
課
程
等
項
、
侠
歳
稔
徴
牧
如
例
、

⑦
 

と
い
い
、
ま
ず
戸
部
か
ら
戸
口
瞳
紗
遁
課
の
停
止
を
奏
請
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
ま
も
な
く
、

巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
劉
孜
の
上
奏
に
劃

し
て
は
、
戸
部
は
激
し
く
抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
宗
貫
録
巻
二
十
、
成
化
元
年
八
月
戊
戊
の
篠
に
、

巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
劉
孜
奏
、
南
京
麿
天
府
、
弁
江
南
北
郡
勝
、
春
潜
夏
皐
、
褒
禾
不
登
、
己
賂
上
元
等
豚
機
民
、
護
糧
賑
済
、
其

鳳
陽
諸
郡
機
民
、
流
徒
京
城
者
甚
多
、
糧
不
能
給
、
乞
護
京
衛
諸
倉
賑
之
、

一 7-

と
あ
り
、
鳳
陽
の
諸
郡
か
ら
京
城
に
流
徒
し
た
多
く
の
蟻
民
の
賑
済
に
、
京
衛
の
諸
倉
を
瑳
給
し
た
い
と
い
う
奏
に
射
し
、

戸
部
言
、
南
京
根
本
重
地
、
而
衛
倉
乃
軍
園
所
需
、
不
宜
軽
設
、
請
敷
守
備
大
臣
、

督
令
諸
鯨
、
倉
有
糧
者
悉
設
以
賑
済
、
民
附
近
欲
還

者
、
給
以
口
糧
、
道
遠
者
安
置
城
中
、
侠
歳
熟
遣
回
、
此
外
更
有
救
荒
長
策
、
聴
便
宜
慮
分
、
従
之
、

と
い
い
、
南
京
の
衛
倉
は
護
給
を
許
さ
ず
、
守
備
大
臣
に
救
し
て
、
諸
牒
の
諸
倉
の
糧
を
悉
く
出
さ
し
め
て
賑
済
さ
せ
、

ま
た
附
近
の
民
の
蹄

還
を
願
う
者
に
は
口
糧
を
給
し
、
道
路
遠
き
者
は
城
中
で
牧
穫
の
時
ま
で
待
機
さ
せ
、

そ
の
他
に
良
い
方
策
、
か
あ
れ
ば
適
嘗
に
行
え
と
い
う
の

が
戸
部
の
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
鳳
陽
等
の
諮
問
柿
か
ら
流
れ
込
ん
だ
錐
民
は
、
今
更
郷
里
に
骨
還
し
て
も
食
糧
の
遁
も
な
く
、
牧
穫
の

時
ま
で
城
中
で
安
置
せ
よ
と
い
っ
て
弘
、
そ
れ
ら
に
支
給
す
る
糧
の
入
手
の
方
法
に
も
事
歓
く
朕
態
で
あ
れ
ば
、
一
佳
如
何
に
す
べ
き
か
。
し

か
も
そ
の
外
に
救
荒
の
長
策
が
あ
れ
ば
、
便
宜
慮
分
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
戸
部
の
意
見
は
全
く
無
責
任
の
態
度
と
考
え
て
も
い
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い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
こ
の
巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
劉
孜
の
上
奏
に
よ
っ
て
、
揚
子
江
の
南
北
諸
郡
の
災
害
と
そ
の
儀
民
の
吠

況
が
、
あ
る
程
度
推
察
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
憲
宗
寅
録
巻
二
十
、
成
化
元
年
八
月
甲
辰
の
僚
に
、

南
北
直
殺
、
及
河
南
山
西
湖
底
江
西
新
江
所
属
郡
豚
、
九
一
百
四
十
除
慮
、
各
奏
水
患
、
詔
戸
部
勘
京
以
問、

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
災
害
の
範
囲
が
百
四
十
絵
師
肺
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
戸
部
に
お
い
て
も
、

た
だ
現
地
で
の
諸
倉
の
み
で
は
、
到
底
も
は
や
賑
済
を
行
い
得
な
い
こ
と
に
気
が
つ

レ
た
の
だ
ろ
う
か
。
愈

々
第
二
段
の
救
荒
策
を
打
ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
憲
宗
貫
録
巻
二
十
一
、
成
化
元
年
九
月
丙
寅
の
僚
に
、

設
銀
四
蔦
雨
、
賑
済
鳳
陽
、
徐
州
機
民
、
従
戸
部
請
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
直
接
戸
部
の
請
に
よ

っ
て
中
央
か
ら
銀
四
蔦
雨
を
出
し
て
、

鳳
陽
、
徐
州
の
後
民
救
済
に
あ
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り

今
次
の
災
害
に
首
っ
て
、
朝
廷
が
賑
済
の
た
め
に
特
に
銀
を
瑳
給
す
る
と
い
う
新
し
い
政
策
の
最
初
の
寅
施
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
戸
部
の
動
向
の
他
に
、
丘
一
部
に
も
関
連
し
た
事
態
が
瑳
生
し
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
災
害
の
地
域
が
、
太
僕
寺
の
管
轄
に
な

- 8ー

る
養
馬
の
要
衝
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
宗
貫
録
巻
二
十
、
成
化
元
年
八
月
辛
卯
の
僚
に
よ
る
と、

天
順
八
年
分
掌
生
馬
駒
、
共
二
寓
八
千
四
百
九
十
七
匹
、
例
遣

丘
一
部
奏
、

雨
京
太
僕
寺
聞
報
、
南
北
直
隷
、
及
山
東
、
河
南
等
府
州
鯨
、

侯
伯
及
内
官
分
往
印
熔
、

と
い
い
、
太
僕
寺
の
間
報
を
受
け
た
丘一
部
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
へ
印
熔
の
た
め
に
官
員
を
振
遣
し
よ
う
と
し
た
の
に
劉
し
、

上
回
、
今
歳
養
馬
虚
多
被
災
民
園
、
姑
侯
来
年
併
印
之
、

と
し
て
、
本
年
の
印
焔
は
一
時
中
止
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
月
己
亥
の
僚
に
よ
れ
ば
、

氾
如
、准
揚
右
副
都
御
史
陳
泰
奏
、

鳳
陽
、

准
揚
、

安
慶
、

徐
称
和
等
府
州
豚
、
倶
被
水
災
、
宜
在
覧
棚
、
而
掌
牧
馬
匹
、

嘗
治
値
者
数

多
、
請
暫
停
退
、

と
い
い
、
鳳
陽
、
准
揚
等
の
諸
地
減
の
慈
牧
の
馬
匹
の
追
償
は
、

@
 

し
ば
ら
く
停
止
さ
れ
た
い
と
い
う
陳
泰
の
上
奏
に
、



上
目
、
馬
政
難
急
、
民
方
犠
費
、
姑
倹
豊
年
退
償
、
可
也
、

と
し
て
、
同
じ
く
そ
の
延
期
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
旬
。

こ
う
し
て
朝
廷
内
部
に
お
い
て
、
次
々
と
災
害
針
策
が
検
討
さ
れ
た
が
、
戸
部
と
し
て
は
さ
ら
に
重
大
な
関
心
事
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ

れ
ら
の
災
害
が
園
家
財
政
に
ど
の
よ
う
に
響
い
て
く
る
か
、
と
く
に
江
南
は
園
家
財
賦
の
重
地
で
あ
り
、
来
年
の
歳
入
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が

出
る
か
が
心
配
で
あ
る
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
の
配
慮
の
表
明
が
、
先
に
銀
四
首
阿
南
の
褒
給
が
示
さ
れ
た
日
の
翌
日
に
い
う
衣
の
意
見
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
憲
宗
貫
録
巻
二
十

一
、
成
化
元
年
九
月
丁
卯
の
僚
に
よ
れ
ば
、

戸
部
言
、
鎮
江
、
祈
江
諸
慮
、
皐
棚
田
相
維
、
難
以
賑
済
、
然
園
家
財
賦
、
仰
給
東
南
、
歳
蓮
京
儲
四
百
齢
高
石
、
今
権
災
傷
優
克
数
多
、

来
歳
党
運
、
必
有
不
足
、
請
以
准
新
等
慮
官
瞳
二
百
七
十
高
引
、
酌
量
米
債
定
擬
則
例
、
廉
募
商
人
於
准
安
徐
州
徳
州
水
女
倉
分
中
納
、

侠
来
歳
劃
酌
道
里
遠
近
、
分
援
官
軍
之
運
、
庶
民
不
困
於
凶
年
、
園
用
亦
無
所
損
笑
、
制
可
、

- 9 ー

と
い
い
、
戸
部
よ
り
の
意
見
と
し
て
、
来
年
の
免
運
が
必
ら
ず
不
足
を
来
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
准
新
等
庭
の
官
盟
二
百
七
十
寓
引
を
米
債

定
擬
則
例
に
し
た
が
っ
て
、
商
人
を
募
っ
て
准
安
徐
州
徳
州
等
の
水
夫
倉
に
中
納
さ
せ
る
方
法
を
提
案
し
、
こ
れ
が
制
可
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
同
月
辛
未
の
僚
に
は
、
戸
部
が
官
を
あ
つ
め
て
、
各
慮
の
巡
撫
漕
運
等
の
官
の
所
陳
事
宜
を
議
し
た
中
に
、
私
盟
の
取
締
り
と
と

も
に
、
免
運
の
軍
糧
の
加
耗
米
に
つ
い
て
、
直
隷
蘇
松
、
新
江
嘉
湖
松
等
の
府
は
水
災
を
受
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
耗
米
を
暫
く
停
止
す
る
こ

⑪
 

と
な
ど
も
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

成
化
元
年
十
月
に
な
っ
て
、
先
に
南
北
の
南
地
に
波
遣
さ
れ
た
沈
義
、
果
深
か
ら
、
具
種
的
な
寅
施
の
意
見
が
上
奏
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
臭

深
の
意
見
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
憲
宗
貫
録
巻
二
十
二
、
成
化
元
年
十
月
壬
午
の
篠
に
よ
れ
ば
、
巡
視
准
揚
等
慮
右
ム双
都
御
史
臭
深
よ
り
、

次
の
よ
う
に
賑
済
九
事
を
上
奏
し
て
き
た
。
ま
ず
そ
の
第
一
は
、
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見
行
納
米
例
、
凡
軍
民
人
等
、
給
興
散
官
、
監
牛
一吏
典、

迭
部
選
殿
、

縁
事
除
名
文
職
官
員
、
冠
常
間
住
納
米
者
、
先
因
限
以
梗
米
、
理

於
纏
買
、
今
宜
穏
其
以
雑
穀
、
加
数
抵
納
、

毎
米

一
石
、
委
増

一斗、

豆
増
三
斗
、
穀

一
石
、
算
米
五
斗
、
倶
於
近
使
絞
糧
倉
上
納
、

と
い
い
、

散
官
、
監
生
、
吏
典
等
の
一納
米
給
興
等
は
、
煩
米
に
限
定
す
る
と
、

複
買
し
難
い
の
で
、

雑
穀
等
を
も
っ

て
納
め
る
こ
と
を
も
認
め

る
こ
と
に
す
る
。
つ
ぎ
に
、

徐
州
洪
往
来
之
船
、
因
其
所
載
官
職
大
小、

貨
物
多
寡
、
勧
米
賑
湾
、
方
面
運
司
府
街
土
官
、

毎
船
勧
米

一
石
、
州
所
将
官
七
斗
、

齢
官

五
斗
、

客
商
民
人
載
貨
物
者
、
上
中
下
以
是
魚
差
、
其
人
故
則
自
七
斗
、
遁
滅
至
三
斗
、
空
者
一

斗
至
五
升
、

起
八
月
至
河
凍
、
可
得
米

数
千
石
、
叉
陸
行
螺
車
、
毎
輔
勘
米
二
石
五
斗
、
牛
車
一
石
、
臨
車
五
斗
、
至
年
絡
、
亦
可
得
千
数
石
、

委
徐
州
旅
幹
官
一
員
掌
之
、
以

候
賑
湾
、
蓋
取
之
務
子
彼
無
損
、
而
積
之
厚
於
此
有
盆
、
敢
有
侍
強
不
輿
者
究
治
之
、

と
あ
り
、
徐
州
洪
往
来
の
船
よ
り
、
官
職
の
大
小
、
貨
物
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
勘
米
を
と
り
賑
湾
に
あ
て
る
。
第
三
に
は
、

荒
年
舎
禁
、
古
今
所
行
、
今
諸
慮
官
湖
河
泊
池
措
山
林
物
産
甚
多
、

該
徴
課
紗
亦
己
例
菟
其
中
魚
蝦
菱
稿
柴
草
之
利
、
悉
聴
軍
民
採
取
食

用、

10 -

と
い
い
、
各
躍
の
湖
や
河
、
山
林
等
の
物
産
の
う
ち
、
魚
蝦
菱
薪
柴
草
に
つ
い
て
は
軍
民
の
食
用
に
採
取
す
る
こ
と
を
許
す
。
第
四
に
は
、

被
災
軍
民
戸
内
、
百
凡
軍
需
買
掛
雑
芝
差
役
、
悉
遁
救
議
事
理
停
克
、
聴
其
自
在
皆
生
其
該
徴
糧
革
、
候
勘
回
目
、
島
酌
減
免
、

と
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
買
掛
雑
泥
差
役
は
こ
と
ご
と
く
停
菟
す
る
。
ま
た
次
に
は、

臨
場
趨
丁
及
諸
人
、
稿
頁
私
盟
、
除
肩
措
背
負
其
数
不
多
、

刀
K
T

、

止
笹
口
食
者
不
究
外
、
他
如
豪
徒
褒
衆
車
装
船
裁
、
有
氾
盟
禁
者
、
昭
一
藍
学

と
あ
る
が
、
こ
の
私
盟
の
問
題
は
、
す
で
に
成
化
元
年
九
月
辛
未
に
戸
部
が
曾
官
し
て
議
し
た
中
に
も
繋
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
首
時
大
き

な
問
題
で
あ

っ
た
。
ま
た
第
六
に
は
、

各
胸
中腹
膳
生
員
例
米
五
斗
曾
傑
者
、
暫
令
逼
将
一
石
蹄
賂
其
家
、
侠
明
年
成
熟
、

再
聞
本
舎
候
、
其
屠
戸
膳
土
穴
供
給
之
費
、
亦
各
停
止、



と
い
い
、
第
七
に
は

郷
境
及
別
郡
人
民
、
流
移
入
境
者
、
所
司
善
加
存
個
、

廟
、
借
輿
暫
住
、
有
願
掲
傭
者
、
亦
従
其
使
、

亦
照
例
験
口
賑
済
、

撫
令
還
郷
、

其
不
願
還
者
聴
、

伺
議
民
有
空
房
及
毒
観
寺

と
い
い
、
他
境
に
流
移
し
た
者
は
人
数
を
調
べ
て
、
ま
ず
郷
里
に
還
ら
し
め
、
還
る
こ
と
を
願
わ
ざ
る
者
は
、
空
房
あ
る
い
は
巷
観
寺
踊
等
を

借
り
輿
え
て
、
暫
ら
く
居
住
さ
せ
、
雇
傭
を
願
う
者
は
遁
宜
慮
置
す
る
。
さ
ら
に
第
八
に
は
、

凡
軍
街
有
司
、
査
有
在
官
蝕
銀
、
不
以
多
寡
、
選
差
富
民
或
五
人
或
十
人
、

賢
子
枚
成
地
方
懇
買
、
以
助
賑
済
、

給
、
本
地
有
儲
之
家
、
官
司
動
借
外
、
仰
動
護
耀
以
済
貧
民
、
其
無
儲
者
、
動
令
合
貸
於
産
有
之
慮
、

等
、
督
令
均
買
無
局
豪
強
、
裁
買
園
利
以
病
於
民
、

と
い
い
、
最
後
に
第
九
に
は
、

船
車
之
費
、

官
魚
梯

神
梅
田
護
賀
、

何
委
公
正
里
老
人

准
安
鳳
陽
二
府
被
災
尤
甚
、
今
難
勧
借
米
糧
、
一
慮
或
得
三
数
千
石
、
僅
済
目
下
雨
月
之
念
、
恐
後
多
春
之
交
、
愈
金
銀
難
、
今
賂
准
安

府
大
軍
東
新
二
倉
官
糧
、
坐
援
郊
州
一
寓
石
、
宿
謹
一
蔦
五
千
石
、
桃
源
二
蔦
五
千
石
、
清
河
安
東
各
二
高
石
、
令
其
自
具
船
載
回
、
以

安
人
心
、
及
海
州
泳
陽
盟
城
、
陸
路
銀
運
、
則
以
准
安
官
庫
臓
罰
等
銀
、
毎
慮
各
給
二
千
雨
、
暫
令
備
用
、
且
以
板
問
所
貯
解
部
顔
料
銅

銭
四
十
除
高
文
、
妙
二
百
一
十
一
高
七
千
貫
助
之
、
其
鳳
陽
地
方
、
給
輿
巡
按
御
史
徐
茂
董
俊
所
這
臓
罰
銀
四
千
四
百
除
雨
、
令
其
羅
糧

-11-

賑
済
、
奏
上
命
戸
部
知
之
、

と
あ

っ
て
、
准
安
鳳
陽
の
二
府
の
被
災
に
封
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
米
糧
を
三
数
千
石
勘
借
し
、

b
h
y

春
の
時
期
に
射
し
て
は
、
准
安
府
の
二
倉

の
官
庫
よ
り
官
糧
を
坐
援
す
る
と
と
も
に
、
臓
罰
銀
等
の
利
用
を
主
張
す
る
な
ど
、
か
な
り
具
鐙
的
な
方
策
を
列
摩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
成
果
は
憲
宗
貫
録
巻
二
十
三
、
成
化
元
年
十
一
月
丙
辰
の
僚
に
、

克
直
隷
鳳
陽
腫
州
揚
州
三
府
糧
革
、
宿
州
等
七
衛
子
粒
、
従
巡
視
余
都
御
史
呉
深
奏
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
寅
際
的
な
結
果
に
も
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
こ

の
呉
採
の
上
奏
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
事
項
は
、
第

一
に
穆
げ
た
納
米
の
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
散
官
、

監
生
、
吏
典
の

地
位
を
得
た
り
、
或
は
冠
待
問
住
を
の
ぞ
む
者
に
、

一
定
の
納
米
に
よ

っ
て
そ
れ
を
認
め
る
と
い
う
方
式
は
、
す
で
に
景
泰
ご
ろ
よ
り
見
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
制
度
が
こ
の
民
撲
の
財
源
確
保
を
契
機
と
し
て
、

原
の
第

一
の
上
奏
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
考
え
方
は
、

よ
り

一
般
化
さ
れ
る
方
向
へ

と
碑
化
さ
せ
た
意
見
が
、
こ
の
呉

ま
た
同
じ
く
保
定
地
方
の
活
親
を
命
ぜ
ら
れ
た
沈
義
の
意
見
に
も
見
ら

れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

呉
深
よ
り
数
日
お
く
れ
て
、
保
定
以
一覗
の
沈
義
も
ま
た
次
の
よ
う
に
上
奏
し
て
き
た
。
憲
宗
貫
録
t
作三
十
二
、
成
化
一光
年
十
月
戊
子
の
慌
に

よ
れ
ば巡

視
保
定
申一守克工
部
右
侍
郎
沈
義
奏
、
保
定
等
府
水
災
、
親
他
庭
尤
甚
、
而
本
庭
菜
米
、
比
之
准
揚
梗
米
、

債
直
不
問
、
其
納
米
済
荒
事

例
、
宜
加
数
上
倉
、
因
具
局
後
件
以
請
、

一
各
慮
雨
考
吏
納
米
、
菟
其
開
事
考
試
、
印
摂
京
考
者
、
原
坐

一
百
二
十
石
、
菟
京
考
即
興
冠

荷
崩
事
者
三
百
石
、
在
外
直
線
、
往
機
本
府
三
考
、
即
興
冠
常
者
二
百
石
、

今
各
加
三
之

一
、
倶
令
挨
衣
運
用
、
一

各
鹿
軍
民
舎
齢
、
出

米
請
給
散
官
者
、
原
正
九
品
二
百
石
、
正
八
口
問
二
百
二
十
石
、
正
七
品
二
百
五
十
石
、
今
各
加
三
之
一

、
其
請
敷
佐
田持
者
、
原
一

百
石
以
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上
、
今
加
三
百
石
、
文
職
縁
事
除
名
者、

原
二
百
石、

今
三
百
石
、

准
A
n
冠
帯
間
住、

一
放
回
依
親
監
生
坐
監
三
年
以
上
者
、
原
二
百

石、

今
三
百
石
、
未
及
三
年
者
、
原
三
百
石
、
今
四
百
石
、
即
興
迭
部
聴
選
、
其
聴
選
給
傾
国
家
者
、
原
一
百
石
、
今
二
百
石
、

次
即
興
選
用
、
生
員
試
不
中
者
、
鹿
膳
六
十
石
、
増
贋
四
十
石
、
倶
菟
充
吏
放
回
虫
干家
、
事
下
戸
部
理
奏
、
従
之
、

克
其
待

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
沈
義
が
果
深
に
封
抗
し
て
、
自
ら
巡
視
し
た
保
定
地
方
は
准
揚
等
よ
り
も
は
る
か
に
災
害
が
甚
し
レ
と
主
張
し
、
呉

深
が
上
奏
し
た
幾
つ
か
の
意
見
の
う
ち
の
第

一
の
納
米
事
例
を
と
り
あ
げ
て、

そ
の
篠
件
を

一
層
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
済
荒
の
財
源
の

確
保
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
は
か

っ
た
意
見
で
あ
っ
た
。

勿
論
沈
義
も
現
地
に
お
け
る
賑
演
の
成
果
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
場
げ
て
い

っ
た
。
憲
宗
質
録
巻
二
十
二
、

成
化
元
年
十
月
庚
寅
の
僚
に
は
、

克
河
間
府
該
徴
粟
米

一
高
九
百
一
十
八
石
有
奇
、
穀
草
二
十
四
慎
一
千
三
百
四
十
段
束
、
因
起
親
侍
郎
沈
義
奏
災
傷
故
也
、



ま
た
同
貫
録
巻
二
十
三
、
成
化
元
年
十
一
月
己
酉
の
傑
に
は
、

保
定
、
氷
卒
二
府
所
胃
腸
十
六
州
豚
水
、
兎
其
糧
一
高
八
千
六
百
六
十
石
有
奇
、

と
あ
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
月
壬
子
の
僚
に
は
、

と
あ
り
、工

部
右
侍
郎
沈
義
奏
、
臣
奉
命
巡
視
民
療
、
順
天
等
府
、

之、

倶
被
水
災
、

撃
生
馬
匹
首
徴
者
数
多
、

乞
暫
停
止
、

侯
来
歳
豊
稔
補
徴
、
従

と
も
見
え
て
、
沈
義
の
積
極
的
な
活
動
の
紋
況
が
伺
い
知
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
中
央
か
ら
波
遣
さ
れ
た
巡
視
民
撲
の
沈
義
、
臭
深
の
上
奏
と
呼
醸
し
て
、
さ
ら
に
被
災
の
現
地
か
ら
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に
救
荒
意

⑬
 

見
が
上
奏
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
南
京
戸
部
左
侍
郎
陳
翌
(
翼
〉
の
救
荒
三
事
で
あ
り
、
第
二
が
誠一撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
劉
孜
の
上
言

で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
陳
翌
の
意
見
か
ら
検
討
し
よ
う
。

陳
翌
の
意
見
は
憲
宗
賞
銀
に
よ
る
と

- 13ー

先
に
摩
げ
た
沈
義
の
草
生
馬
匹
の
停
徴
意
見
と
同
日
の
所
に
見
え
る
。

す
な
わ
ち
同
貫
録
巻
二
十

⑫
 

三
、
成
化
元
年
十
一
月
壬
子
の
僚
に
「
現
災
救
荒
三
事
」
を
聖
け
、
戸
口
食
瞳
紗
の
徴
納
の
減
克
、
及
び
南
北
二
京
の
重
囚
審
録
の
巌
正
を
要

撃
す
る
と
と
も
に
、
南
北
直
隷
の
民
間
掌
牧
の
馬
匹
に
つ
い
て
、
倒
死
走
失
酷
欠
の
逼
償
を
寛
兎
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
翠
牧
の

馬
匹
に
つ
い
て
は
、
同
日
の
沈
義
の
意
見
に
も
あ
る
よ
う
に
、
嘗
時
南
北
直
隷
を
逼
じ
て
、

一
つ
の
過
重
な
負
措
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
劉
孜
の
意
見
を
検
討
し
よ
う
c

彼
は
巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
と
し
て
、
在
地
に
密
接
し
た
具
鐙
的
な
意
見
を
上
奏
し
て
き
た
。
す

な
わ
ち
憲
宗
質
録
巻
二
十
三
、
成
化
元
年
十
一
月
丙
辰
の
僚
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

上
言
六
事
、
其
一
直
隷
漬
江
府
鯨
民
戸
、
原
種
官
回
、
倶
被
江
湖
明
夜
無
存
、
而
徴
税
如
故
、
欲
乞
錨
克
、
英
二
蘇
松
杭
嘉
等
府
、
ム
奴
補
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富
戸
、
見
今
連
歳
災
傷
人
民
簸
窪
、
乞
暫
停
兎
、
其
三
南
京
城
内
外
廊
房
舗
居
、
其
間
有
年
久
頚
敵
、
不
停
商
買
者
、
欲
将
該
納
紗
錠
各

輿
減
克
、
其
四
雁
天
龍
江
裏
外
河
泊
所
、
原
有
網
戸
掛
謀
、
採
取
鰯
魚
薦
新
、
後
因
数
内
網
戸
、
縁
事
充
軍
、
課
額
未
除
、
乃
於
上
元
江
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率
二
眠
、
取
取
農
民
、
補
数
所
居
、
去
江
隔
遠
、
非
其
素
業
、
乞
行
疎
放
、
其
五
庭
天
府
都
税
司
、
及
江
東
等
門
宣
課
司
、
原
額
税
紗
数

少
、
後
因
節
次
増
加
、
今
客
商
鮮
少
、

以
致
巡
捌
陪
納
娘
難
、
欲
乞
量
行
滅
菟
、
其
六
常
州
等
府
、
江
陰
等
豚
、
臨
江
街
明
及
鴎
隣
荒
都…

田
土
、
毎
歳
各
戸
陪
納
税
糧
、
困
苦
蔦
獄
、
欲
魚
照
例
悉
興
分
都
、

と
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
は
、

詔
以
劉
孜
所
言
比
白
便
民
事
宜
、

戸
部
其
定
議
以
聞
、
既
而
戸
部
俊
陳
、

車
内
、

復
下
五
事
於
孜
、

令
其
蹴
賞
、
従
宜
庭
置
、

惟
兎
ム双
富
戸
如
其

と
レ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
劉
孜
は
六
合
江
浦
二
鯨
の
種
牛
に
つ
い
て
も
上
奏
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
意
見
の
上
申
の
結
果
、

⑬
 

免
南
直
隷
池
州
等
府
眠
、
採
掛
麓
柴
夫

一
年
、
以
蘇
其
用
、
従
巡
撫
都
御
史
劉
孜
言
也、

と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
も
、
そ
の
意
見
が
質
施
に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
明
史
巻
百
五
十
九
、
劉
孜
俸
に
、

成
化
元
年
、
腔
天
機
、
方
振
貸
、
而
江
北
機
民
就
食
者
衆
、
孜
請
輩
設
諸
照
康
、

全
活
無
算
、
時
民
間
多
積
困
、
瀕
江
宮
田
久
蔵
浪
、
的

責
職
賦
、
蘇
松
杭
嘉
諸
府
愈
補
富
戸
、

南
京
廊
房
既
傾
坦、

猶
征
妙
、
上
元
、
江
寧
農
民
代
河
泊
所
網
戸
採
鵬
魚
、
態
天
都
税
宣
課
諸
司

額
外
増
税
、
江
陰
諸
鯨
民
戸
償
納
荒
租
、
六
合
、
江
浦
官
牛
歳
徴
崎
明
、
孜
皆
疏
罷
之
、
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と
要
約
し
て
い
る
こ
と
に
針
臆
す
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
に
お
い
て
、
今
次
の
民
療
に
閲
し
て
活
溌
な
動
き
を
示
し
た
呉
球
、
沈
義
、
及
び
南
京
戸
部
左
侍
郎
陳
翌
、
巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史

劉
孜
ら
の
意
見
を
検
討
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
彼
等
の
そ
の
後
の
動
向
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
災
害
時
に
官
僚
と
し
て
如
何
に
身

を
廃
す
れ
ば
い
い
か
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
が
現
れ
て
く
る
。

ま
ず
巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
と
し
て
、
多
く
の
建
設
的
な
上
奏
を
行
な

っ
た
劉
孜
は
、
成
化
元
年
十
一
月
丁
巳
に
南
京
刑
部
向
書
に
補
せ



⑬
 

ら
れ
、
湖
贋
右
布
政
使
宋
傑
が
そ
の
後
任
と
し
て
、
南
直
隷
松
蘇
等
府
の
巡
撫
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
沈
義
や
呉
深
に
と
っ
て
は
、
事
態

は
全
く
逆
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
憲
宗
寅
録
巻
二
十
六
、
成
化
二
年
二
月
辛
卯
の
僚
に
よ
れ
ば
、

下
工
部
右
侍
郎
沈
義
子
獄
、
除
其
名
、

と
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
説
明
と
し
て

義
、
奉
数
巡
視
順
天
保
定
等
府
民
境
、
貧
林
女
修
倍
、

不
倒
民
隠
、
科
遁
疏
其
事
、
劾
之
、
下
都
察
院
、
擬
罪
震
民
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
が
順
天
保
定
地
方
の
民
撲
を
巡
視
す
る
に
嘗
っ
て
、
貧
抗
女
修
借
に
し
て
、
民
を
悩
ま
な
か

っ
た
の
で
、
科
道
官

よ
り
劾
せ
ら
れ
、
制
籍
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
園
権
巻
三
十
四
の
同
日
の
僚
に
も
、
そ
の
理
由
を
「
奪
傍
不
法
、
下
獄
制
籍
」
と
い
う
の

み
で
、
こ
れ
以
上
詳
細
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
て
そ
れ
よ
り
数
日
前
の
葵
未
の
僚
に
、

命
躍
部
左
侍
郎
都
幹
、
巡
視
北
直
隷
民
境
、

と
し
て
、
別
人
が
起
用
さ
れ
て
、
北
直
隷
地
方
の
巡
視
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
呉
深
も
憲
宗
貫
録
巻
二
十
八
、
成
化
二
年
閏
三
月
丁
亥
の
僚
に
、

都
察
院
右
愈
都
御
史
呉
康
、
以
罪
下
獄
、
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と
あ
り
、

さ
ら
に
、

深
奉
敷
巡
視
准
揚
民
療
、
不
能
禁
革
姦
弊
、
且
撞
作
威
禍
、
軍
民
餓
死
道
路
、
瑳
怨
流
聞
京
師
、
上
命
都
御
史
林
聴
代
珠
、
還
六
科
十
三

道
交
章
劾
其
借
用
導
従
、
動
衆
第
民
、
受
賂
妄
薦
嵐
官
、
事
多
違
法
、
逢
下
刑
部
、
鞠
治
擬
罪
、
嘗
購
徒
、

果
、
騨
丞
呉
勢
、
及
縦
令
作
弊
知
州
王
額
等
、
奏
上
、
上
以
深
情
罪
、
既
嘗
准
擬
、
果
等
倶
置
之
、

弁
請
逮
治
所
薦
人
知
府
楊

と
あ

っ
て
、
臭
深
が
姦
弊
を
禁
革
で
き
ず
、
ほ
し
い
ま
ま
に
威
耐
を
な
し
、
人
民
の
怨
瑳
の
撃
が
高
く
、
京
師
に
ま
で
聞
え
て
き
た
の
で
、
こ

れ
を
鞠
治
せ
し
め
、
擬
罪
購
徒
に
嘗
て
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
民
痩
巡
視
と
し
て
困
難
な
任
命
を
受
け
た
沈
義
、
臭
疎
の
雨
者
が
、
い
ず
れ
も
著
修
不
法
と
か
、
ほ
し
い
ま
ま
に
威
鍋
を
な
す
と

177 
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い
う
理
由
で
、

し
か
も
こ

の
雨
者
が
共
に
罪
を
受
け
る
に
至
っ

一
般
こ
の
雨
人
が
質
際
に
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
よ
う
な
不
法
な
行
震
を
行
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
偶
然
の
一
致
な
の

わ
ず
か
中
十
歳
有
齢
に
し
て
非
を
受
け
て
失
脚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
こ
と
は

で
あ
ろ
う
か
。

お
よ
そ
こ
の
雨
者
が
成
化
元
年
八
月
に
巡
視
民
『艇
の
命
を
受
け
た
時
の
救
書
を

再
検
討
し
て
み
る
と
、

「特
命
爾
往
来
巡
視
民
漢
、

ま
た
「
凡
有
禦
災
救
荒
之
事
、
悉
聴
爾
便
宜
施
行」

と
い

爾
至

彼
、
即
督
同
巡
按
御
史
及
府
州
豚
正
官
、
親
詣
被
災
庭
所
、
従
公
偉
勘
」
と
あ
り
、

い
、
彼
等
が
特
命
に
よ
っ
て
民
撲
を
巡
視
し
、
救
荒
の
慮
置
を
的
確
に
寅
行
す
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
は
巡
按
御
史
及
び
府
州
豚
の
正
官
を
督

同
し
て
、
親
し
く
被
災
の
地
方
を
観
察
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、

な
お
禦
災
救
荒
の
策
、
が
あ
れ
ば
、
便
宜
に
虚
置
し
て
い
い
と
い
う
権

限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
雨
者
が
現
地
に
お
い
て
種
々
の
活
動
を
行
な
い
、
賑
済
を
賞
施
し
、
幾
多
の
意
見
を
上
奏
し

た
こ
と
は
既
に
の
ベ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
牢
歳
有
除
に
し
て
科
道
官
の
揮
劾
を
受
け
、
罪
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
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こ
の
こ
と
は
ま
ず
災
害
針
策
に
嘗
る
者
の
任
務
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
非
常
事
態
を
庭

理
す
ベ
く
、
特
命
を
受
け
て
そ
の
任
に
嘗
っ
た
者
が
、
全
面
的
に
十
分
に
民
の
期
待
に
こ
た
え
、
し
か
も
朝
廷
の
の
ぞ
む
方
向
に
慮
理
し
、
地

方
官
を
納
得
さ
せ
得
る
こ
と
を
魚
し
と
げ
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
如
く
彼
等
の
活
動
が
決
し
て
不
充
分
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
彼
等
が
措
嘗
し
た
地
域
に
お
い
て
十
全
に
行
な
わ
れ
た
か
、

公
卒
に
行
な
い
得
た
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
あ
る
慮
置
は
、
時
に
よ
っ
て
は
他
の
地
域
に
ま
で
及
ば
な
く
て
、

そ
の
地
域
の
官
民
の
不
満
を
醸
成
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
等

も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
あ
る
い
は
雨
者
の
失
脚
の
理
由
に
あ
た
る
出
来
事
が
、
事
費
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る。

し
か
し
沈
義
、
果
深
が
失
脚
し
た
直
接
の
理
由
は
、

よ
り
、
深
く
彼
等
官
僚
の
韓
制
の
中
に
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
そ
れ
を
明

確
に
示
し
た
記
録
は
な
い
が
、

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
は
、
こ
の
巡
視
民
撰
な
る
任
務
は
、
預
想
し
な
か
っ
た
緊
急
事
態
の
瑳
生
に

射
し
て
、
特
に
緊
急
に
し
て
臨
時
に
波
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
特
命
の
任
務
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
特
命
な
る
が
た
め
に
、

「悉
聴
爾

便
宜
施
行
」
と
い
う
大
幅
な
権
限
が
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
特
命
の
賀
行
の
た
め
に
、

巡
按
御
史
及
び
府
州
豚
正
官
を
督
同



す
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
特
命
な
る
が
た
め
に
、

そ
の
地
域
の
巡
按
御
史
や
府
州
懸
の

正
官
を
督
同
す
る
こ
と
を
言
う
が
、
元
来
は
全
く
統
廃
の
関
係
も
な
く
、

た
だ
督
同
せ
よ
と
い
っ
て
も
、
具
程
的
に
施
策
の
賓
施
に
な
る
と
、

必
ら
ず
し
も
在
地
諸
官
が
思
う
よ
う
に
動
い
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
し
て
沈
義
は
こ
の
成
化
元
年
二
月
起
復
し
て
工
部
右
侍
郎
に
な
っ

た
ば
か
り
で
、
巡
按
御
史
や
府
州
鯨
の
正
官
と
の
上
下
関
係
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
で
は
臭
疎
は
こ
の
四
月
ま
で

右
余
都
御
史
と
し
て
、
征
夷
将
軍
縮
兵
官
呉
環
と
共
に
軍
務
を
賛
理
し
、
四
川
の
冠
征
に
嘗
っ
て
い
た
語
だ
か
ら
、
一
躍
都
察
院
関
係
の
一
人

と
し
て
、
巡
按
御
史
と
の
閥
連
は
あ
る
。
し
か
し
も
と
も
と
の
官
制
に
な
い
巡
視
民
療
と
い
う
地
位
は
、
や
は
り
地
方
諸
官
に
劃
す
る
指
導
力

に
依
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
沈
義
、
呉
深
の
南
者
が
、
積
極
的
に
そ
の
任
務
の
遂
行
を
は
か
れ

ば
は
か
る
程
、
多
く
の
地
方
諸
官
と
の
創
刊
蝶
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
汲
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
在
地
に
密
着
す
れ
ば
、
中
央
と
の

お
そ
ら
く
こ
の
矛
盾
が
結
局
科
道
官
の
弾
劾
と
な
り
、
彼
等
の
失
脚
へ
と
設
展
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

制
札
幌
が
大
き
く
な
る
。

た
だ
し
そ
の
慮
置
に
つ
い
て
は
必
ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
か

っ
た
。
沈
義
は
つ
い
に
都
察
院
に
下
さ
れ
て
、

⑮
 

呉
環
は
刑
部
に
下
し
て
「
鞠
治
擬
罪
、
嘗
瞭
徒
」
と
な
り
、
成
化
二
年
四
月
南
京
に
調
せ
ら
れ
た
が
、
憲
宗
貫
録
各
三
十
て
成
化
二
年
六
月

「
擬
罪
魚
民
」
と
さ
れ
た
が
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甲
子
の
僚
に
は
、

命
宣
城
伯
衛
頴
世
襲
増
稔
米
一
百
石
、

ム双都
御
史
呉
謀
、
監
察
御
史
張
海
、
倶
加
俸
二
紐
、
官
軍
九
百
散
人
陸
賞
有
差
、
以
征
番
賊
把
沙

等
族
有
功
也
、

と
あ
り
、
加
俸
二
級
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
呉
深
へ
の
慮
置
は
か
な
り
寛
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
雨
者
が
地
方

に
お
け
る
具
体
的
な
活
動
に
お
い
て
、

か
な
り
相
異
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

同 ..... 
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成
化
初
年
の
災
害
に
お
い
て
、

沈
義
、
呉
深
ら
の
巡
視
民
療
と
は
別
に
、
在
地
の
巡
撫
南
直
隷
右
副
都
御
史
劉
孜
や
、
南
京
戸
部
左
侍
郎
陳
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翌
ら
の
諸
官
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
所
で
あ
る
。
し
か
し
て
災
害
廃
理
に
関
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
経
済
的
救
済
が
最
も

重
要
な
謀
題
と
な
る
。
劉
孜
が
南
京
刑
部
に
樽
じ
た
翌
月
の
成
化
元
年
十
二
月
に
は
、
朝
廷
の
災
害
針
策
と
し
て
次
の
よ
う
な
姿
勢
が
見
ら
れ

た
。
憲
宗
貫
録
巻
二
十
四
、
成
化
元
年
十
二
月
丁
酉
の
僚
に
、

救
南
京
総
督
糧
儲
都
察
院
右
副
都
御
史
周
遊
目
、
比
聞
南
京
米
賞
、
人
民
銀
食
、
琵
欲
設
牌
卒
債
、
以
済
民
鶴
、
教
至
爾
同
南
京
戸
部
侍

郎
陳
翌
、
軍
将
倉
糧
四
高
石
、
賜
買
債
銀
、
牧
貯
在
官
、
或
倉
糧
不
足
、

可
賂
雨
京
文
武
本
色
俸
米
、
預
貰

一
二
年
之
数
量
、
時
定
債
銀

一
南
米
三
石
、
或
二
石
五
斗
、
按
季
如
数
分
給
各
官
、
其
鯉
貰
之
際
、
務
在
密
酌
得
宜
、

爾
其
藍
心
整
督
、
以
副
朕
愛
仙
下
民
之
意、

と
あ
り
、
南
京
の
米
債
高
騰
で
人
民
の
困
窮
甚
し
き
が
た
め、

倉
糧
四
高
石
を
耀
貰
し
、
不
足
な
れ
ば
文
武
本
色
俸
米
を
臨
賀
す
る
こ
と
を
命

じ
て
レ
る
が
、
こ
の
慮
理
の
指
示
を
受
け
た
者
と
い
え
ば
、
南
京
総
督
糧
儲
右
副
都
御
史
周
喧
で
あ
り
、
南
京
戸
部
侍
郎
陳
翌
と
協
同
す
る
こ

と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
南
京
も
し
く
は
各
地
域
毎
に
総
括
的
な
慮
理
は
、
こ
の
時
代
に
な
れ
ば
ほ
と
ん
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ど
総
督
あ
る
レ
は
巡
撫
と
稿
せ
ら
れ
る
都
御
史
を
中
心
に
事
が
慮
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
事
柄
が
も
う
少
し
小
範
囲
な
ら
ば
、
監

察
御
史
が
活
動
す
る
。
た
と
え
ば
、
憲
宗
質
録
巻
二
十
六
、
成
化
二
年
二
月
庚
寅
の
僚
に
、

南
京
守
備
太
監
王
敏
奏
、
淑
江
安
吉
勝
賊
徒
千
除
、
劫
掠
寧
園
豚
居
民
財
物
、

一
通
近
南
京
地
界
、

事
下
兵
部
請
救
漸
江
巡
按
監
察
御
史
、

設
法
絹
捕
、
以
除
民
害
、
粂
救
南
京
守
備
太
監
等
官
、
井
巡
按
直
隷
監
察
御
史
、
用
心
防
範
、
罪
容
滋
蔓
、
従
之
、

と
あ
り
、
南
京
守
備
太
監
と
巡
按
監
察
御
史
と
の
連
繋
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
監
察
御
史
の
意
見
と
し
て

次
の
よ
う
な
救
災
事
宜
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
債
す
る
。

す
な
わ
ち
、

憲
宗
寅
鋒
巻
二
十

六
、
成
化
二
年
二
月
辛
丑
の
候
に
、

一
准
安
等
監
問
中
盤
米
、
近
雌
毎
引
減
至
八
年
、
然
見
今
米
慣
騰
貴
、
無
感
納
者
、
乞
敷
該
部
、
再

減
分
数
、
召
商
上
納
、

一
各
蕗
信
道
、
例
該
成
化
二
年
間
領
度
牒
、
前
此
亦
有
奏
請
、
令
其
納
米
者
、
今
乞
申
救
所
司
、
査
其
見
在
曾
経

保
勘
起
迭
者
、
填
寓
度
牒
、

遺
官
驚
赴
巡
撫
准
揚
都
御
史
林
聴
慮
、
定
輿
地
方
、

毎
度
一
人
、
令
其
納
米
十
石
、
其
来
有
勘
結
者
、
許
赴

監
禁
御
史
焦
願
等
、
言
救
災
凶
事
、



都
御
史
慮
、
告
投
納
完
、
倶
輿
度
牒
、
一
在
京
大
小
文
職
、
弁
武
職
都
督
以
上
俸
緑
、
其
徐
該
支
南
京
本
色
俸

米
、
通
借
一
月
或
二
月
、
行
令
管
理
糧
儲
右
副
都
御
史
周
輩
、
戸
部
侍
郎
陳
翌
、
禽
計
明
白
、
差
人
運
迭
林
聴
慮
、
聴
其
分
擁
賑
済
、
一

准
揚
二
虚
船
料
、
奮
供
牧
紗
解
京
、
今
宜
暫
賂
在
京
一
一
路
俸
給
賞
賜
紗
貫
、
量
加
持
節
、
船
料
定
例
改
牧
米
糧
、
以
匙
窮
圏
、
上
皆
允

之
、
且
敷
周
殖
陳
翌
、
分
理
雨
京
文
武
官
俸
米
、
仰
敷
滞
運
都
督
楊
茂
、
持
今
歳
支
運
米
、
援
輿
林
聴
十
高
、
以
資
賑
給
、

⑮
 

と
い
う
が
、
監
察
御
史
焦
顛
等
の
救
災
四
事
の
第
一
は
い
わ
ゆ
る
開
中
法
の
推
進
で
あ
り
、
第
二
は
信
道
度
牒
の
護
責
で
あ
る
。
ま
た
第
三
は

先
に
周
誼
、
陳
翌
に
示
さ
れ
た
敷
の
中
の
文
武
の
俸
践
の
慮
理
で
あ
り
、
第
四
は
漕
運
の
一
部
に
首
る
が
、
い
ず
れ
も
周
直
、
陳
翌
そ
し
て
巡

撫
准
揚
都
御
史
林
聴
ら
の
協
力
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
南
京
を
中
心
と
し
た
賑
済
封
策
の
主
役
が
お
お
む
ね
そ
ろ
う
と
と

除
折
色
月
支
食
米
外
、

も
に
、
如
何
な
る
所
に
財
源
を
求
め
る
か
と
い
う
問
題
も
、
大
韓
決
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
憲
宗
貫
録
巻
二
十
八
、
成
化
二
年

間
三
月
丁
丑
の
僚
に
、

巡
覗
准
揚
等
慮
民
痩
右
ム思
都
御
史
呉
珠
奏
、
賑
済
機
民
用
過
銀
五
高
七
千
五
百
五
十
九
雨
有
奇
、
銅
銭
四
十

一
寓
六
千
文
、
紗
二
百
一
十

蔦
七
千
貫
、
米
姿
三
十
二
高
二
千
五
百
石
有
奇
、

と
い
う
報
告
を
出
し
て
い
る
が
、
呉
珠
が
罪
を
受
け
て
下
獄
さ
れ
た
の
は
そ
の
十
日
の
後
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
果
探
の
存
在
は
、
賑
済
針
策

に
お
い
て
は
全
く
苦
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
下
獄
の
記
事
に
「
上
命
都
御
史
林
聴
代
孫
」
と
い
う
こ
と

は
、
す
で
に
事
賓
上
林
聴
の
所
で
事
を
慮
理
し
て
い
た
こ
と
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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さ
て
焦
額
等
の
上
奏
は
、
具
瞳
的
に
財
源
確
保
を
推
進
す
る
も
の
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
の
第

一
項
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
朝
廷
も
そ
の
方
向
を
指
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
八
日
前
の
笑
巳
の
僚
に
、

詔
減
徐
州
准
安
倉
中
瞳
則
例
、
初
戸
部
以
鳳
陽
各
庭
水
閏
午
、
奏
定
中
盤
則
例
、
於
徐
州
准
安
各
倉
召
商
中
納
、
至
是
主
事
張
積
以
斗
数
太

重
、
商
人
庭
募
者
少
、
請
負
量
減
、
子
是
徐
州
倉
准
盟
毎
引
原
定
九
斗
三
升
、
今
減
魚
八
斗
、
新
盟
八
斗
、
今
六
斗
五
升
、
河
東
二
斗
七

升
、
今
一
斗
七
升
、
長
童
四
斗
五
升
、
今
三
斗
二
升
、
一
幅
建
三
斗
、
今
二
斗
、
山
東
四
斗
三
升
、
今
三
斗
、
准
安
倉
准
瞳
九
斗
、
今
七
斗

181 



182 

五
升
、
新
盟
七
斗
五
升
、
今
六
斗
、
河
東
二
斗
六
升
、
今

一
斗
四
升、

長
麗
四
斗
二
升、

今
三
斗
、
一踊建
二
斗
八
升
、
今
一
斗
八
升
、

東
四
斗
、
今
二
斗
八
升
、
其
有
常
股
瞳
引
者
、
亦
各
親
此
量
減
之
数
、

山

と
い
う
詔
殺
が
出
て
い
る
が
、

そ
れ
を
さ
ら
に
引
き
下
げ
よ
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
二
項
の
度
牒
瑳
貰
に
つ

い
て
は
、
憲

宗
貫
録
巻
二
十
七
、
成
化
二
年
三
月
笑
亥
の
後
に
、

命
陸
部
、
給
度
牒
習
俗
、
以
賑
済
機
民
、
巡
撫
准
揚
都
御
史
林
聴
慮
一

蔦
、
毎
名
納
米

一
十
石
、
南
京
峰
部
五
千、

毎
名
納
米
十
五
石
、

其
各
庭
倍
、
見
在
京
師
者
、
毎
名
納
銀
五
雨
、
従
監
察
御
史
焦
顔
、
給
事
中
侯
鮮
、

南
京
守
備
官
議
詰
也
、

と
あ
り
、

成
化
に
お
け
る
度
牒
護
買
が
こ
れ
を
端
緒
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
借
官
の
護
貰
へ
と
設
展
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。以

上
の
二
項
の
う
ち
第
一
の
中
盤
則
例
は
、
向
車
債
を
引
き
下
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ら
ず
し
も
増
牧
に
つ
な
が
る
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
第
二
項
の
度
牒
設
買
は
、
要
す
る
に
希
望
者
か
ら
金
品
を
取
っ
て
度
牒
支
給
を
行
う
方
法
で
あ
る
か
ら
、
朝
廷
と
し
て
は
い
わ
ば
第
せ
ず

し
て
牧
入
を
得
る
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
第
三
の
文
武
の
俸
椋
に
な
る
と
努
せ
ず
し
て
利
あ
る
方
法
と
は
い
え
ず
、
文
武
官
僚
の
利
害
に
影
響

し
て
く
る
の
で
、
や
は
り
永
遠
の
策
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
第
四
項
に
つ

い
て
も
園
家
の
枚
入
に
も
関
係
す
る
の
で
、
定
例
と
は
な
り
得

な
い
。
そ
の
貼
で
は
第
二
項
と
相
似
た
方
策
と
し
て
、
こ

の
頃
か
ら
貫
施
さ
れ
出
し
た
納
米
事
例
が
脚
光
を
あ
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
憲
宗
貫
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録
省
二
十
七
、

成
化
二
年
三
月
戊
申
の
僚
に、

定
湖
庚
納
米
事
例
、
各
慮
魚
事
除
名
文
職
官
、
運
米
二
百
石
、
納
依
糧
庭
所
者
、
冠
稽
閑
住
、
依
親
監
生
坐
監
三
年
以
上
者
、
納
米
二
百

石
、
未
三
年
者
、
三
百
石
、
迭
吏
部
需
次
選
用
、
其
聴
選
給
億
四
還
者
、
一
百
石
、
不
拘
寅
次
選
用
、

生
員
試
不
中
者
、
康
膳
六
十
石
、

増
贋
四
十
石
、
菟
充
吏
寧
家
雨
考
:
:
:
葦
歳
機
銃
儲
、
用
巡
撫
左
愈
都
御
史
王
俊
請
也、

と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
他
の
地
方
で
納
米
に
よ
る
試
験
の
菟
除
も
し
く
は
官
職
の
補
充
等
が
見
ら
れ
る
が、

こ
の
方
策
は
ま
た
巡
覗
民
痩
都

御
史
呉
深
も
す
で
に
成
化
元
年
十
月
の
上
奏
に
も
り
込
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
総
督
南
京
糧
儲
右
愈
都
御
史
周
滝
も
成
化
二
年
間



三
月
笑
酉
の
上
言
に
、

臆
天
鳳
陽
居
民
、
百
倍
他
慮
、
預
備
倉
糧
数
少
、
乞
不
震
常
例
、
移
文
江
西
新
江
弁
南
直
隷
、
儒
皐
康
膳
生
能
備
米
一
百
石
、
培
農
一
百

五
十
石
、
運
赴
歓
糧
慮
上
納
者
、
許
充
南
京
園
子
監
生
、
民
人
納
米
一
百
石
者
、
於
本
慮
司
府
州
鯨
、
充
吏
三
考
赴
京
、
就
輿
冠
待
、
南

京
各
街
門
三
考
役
満
吏
、
於
雁
天
府
納
米
五
十
石
者
、
就
於
南
京
吏
部
、
給
輿
冠
帯
掃
事
、

と
あ
る
よ
う
に
、
奥
膳
生
、
培
農
生
な
ど
が
納
米
に
よ
っ
て
南
京
園
子
監
の
監
生
と
な
る
こ
と
を
許
す
こ
と
は
、
要
す
る
に
納
米
貰
官
の
方
向

を
聞
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
も
要
す
る
に
園
家
と
し
て
は
務
せ
ず
し
て
牧
入
を
得
る
道
で
あ
り
、

た
と
え
都
御
史
周

墳
が

「
不
信
周
常
例
」
と
こ
と
わ
っ
て
は
い
て
も
、
嘗
然
常
例
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
お
い
て
成
化
初
年
の
民
療
に
関
し
て
、

特
命
と
し
て
祇
遣
さ
れ
た
工
部
侍
郎
沈
義
、
都
御
史
呉
深
が
、

い
、
結
局
ど
の
よ
う
な
立
場
と
な
っ
た
か
を
中
心
に
検
討
し
て
、
こ
の
よ
う
な
非
常
事
態
を
朝
廷
は
如
何
に
劉
庭
し
よ
う
と
し
た
か
を
考
え
て

み
た
。
そ
し
て
救
荒
針
策
と
し
て
は
結
局
如
何
な
る
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
推
準
者
は
都
御
史
、
監
察
御
史
な
ど
現

地
に
密
着
し
た
人
々
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
協
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
特
命
波
遣
も
成
果
を
全
う
し
得
な
い
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
成
化
の
民

痩
は
単
に
救
荒
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
馬
政
、
漕
運
等
幾
多
の
問
題
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
康
く
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
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こ
こ
で
は
特
に
民
撲
と
御
史
と
の
関
係
に
限
っ
て
筆
を
進
め
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

註①

割

裂
の
鋭
は
、
明
史
紀
事
木
末
谷
三
十
八
、
卒
郎
陽
盗
、
頼
家
度
の
明

代
鄭
陽
農
民
起
義
(
一
九
五
六
)
に
詳
し
い
。
ま
た
大
藤
峡
の
飢
は
同
じ

く
明
史
紀
事
本
末
轡
三
十
九
、
卒
藤
峡
盗
参
照
の
こ
と
。

②
憲
宗
貫
録
単
位
十
七
、
成
化
元
年
五
月
壬
戊
の
係
。

③
憲
宗
質
録
昌
也
十
八
、
成
化
元
年
六
月
庚
辰
の
僚
に
、

「
宣
府
、
風
君
、

傷
稼
」
と
い
い
、
十
数
日
後
の
同
月
美
巳
の
僚
に
は
、
「
侠
西
布
政
使
司

奏
、
西
安
府
三
十
一
州
蘇
、
自
春
以
来
、
風
雲
雨
宿
不
時
、
傷
稼
」
と
い

い
、
西
安
地
方
で
は
春
よ
り
緩
い
て
天
候
異
獲
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
園
機
密
三
十
四
、
同
月
末
に
「
是
月
、
大
雨
水
、
壊
山
海
閥
、

永
卒
、
前
州
、
避
化
等
城
隻
斥
綾
、
漂
溺
人
畜
甲
伏
無
算
」
と
い
い
、
態
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宗
貫
録
で
は
容
十
九
、

成
化
元
年
七
月
丁
卯
の
僚
に
鎮
守
山
海
等
庭
修
武

伯
沈
爆
の
上
奏
の
中
に
の
べ
て
い
る
。
な
お
こ
の
成
化
の
民
壌
が
や
が
て

度
牒
、
僧
官
の
滋
賀
に
つ
な
が
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
拙
者、

明
代
文
化

史
研
究
第
三
章
に
述
べ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(ゆ

沈
義
は
、

問
益
法
鑑
銀
各
八
に
よ
れ
ば
、

「直
線
江
都
燃
人
、
正
統
十

三
年
進
士
、
由
江
西
道
御
史
、

健
祈
江
副
使
、
累
陸
工
部
侍
郎
、
疏
岩
間
致

仕」

と
あ
り
、
後
述
の
如
く
、

巡
視
民
療
の
失
敗
に
よ
り
、
制
籍
さ
れ
た

こ
と
は
出
て
い
な
い
。

⑤

呉
深
(
一
四
二
五
|
一
四
七
五
)
、
字
は
輿
壁
、
愚
落
と
鋭
し
た
。
直

線
敏
品
目
白
燃
の
人
。
景
泰
二
年
進
士
、
四
年
雲
南
道
御
史
に
除
せ
ら
れ
、
六

年
四
川
の
巡
抜
と
な
る
。
彼
は
明
達
果
断
で
致
容
あ
り
、

山
火
宗
復
位叶の

後
、
石
古
J

が
専
櫛
自
浴
な
る
を
見
て
、
同
官
と
共
に
こ
れ
を
劾
し
、
遜
安

燃
の
知
に
皮
せ
ら
れ
た
。
ま
た
天
順
五
年
大
理
寺
認
に
移
っ

た
が
、
考
い

で
右
愈
都
御
史
と
な
り
、
甘
粛
に
巡
撫
し
た
。
の
ち
右
副
都
御
史
に
殴
っ

た
が
、
五
十
一
才
で
卒
し
た
。
そ
の
停
は
図
朝
政
徴
総
省
五
十
八
、
由
正
明

名
臣
碗
淡
録
谷
十
六
、
関
空
法
鑑
銀
出
世
九
、
本
朝
分
省
人
物
致
容
四
十
、

お
よ
び
図
朝
列
卿
記
、
明
名
人
出
向
、
呂
文
怒
公
全
集
等
に
枚
め
ら
れ
て
い

る
。

⑤

国
権
径
三
十
四
、
成
化
元
年
八
月
丁
丑
の
傑
に
よ
れ
ば
、

「
工
部
右
侍

郎
沈
義
、
右
魚
都
御
史
奥
深
、
巡
視
民
療
、
義
往
保
定
員
定
、
深
往
准

拐
、
一帯
以
者
僧
不
法
、
不
獄
制
籍
」
と
あ
る
が
、
「
尋
以
」
以
下
の
内
容

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑦

劉
孜
(
一
四
一
一
一
四
六
八
)
、

字
は
顕
孜
、
江
西
高
安
の
人
、
正

統
十
年
の
進
土
、
祈
江
道
御
史
に
除
せ
ら
れ
、
同
十
二
年
山
東
道
に
改
め

ら
れ
た
。
同
十
三
年
遼
東
を
巡
按
し
、
柑
府
吏
慌
服
し
た
と
い
わ
れ
る
。
旦
用

泰
二
年
督
理
屯
馬
、
三
年
准
揚
を
巡
按
し
た
。
や
が
て
山
東
按
察
使
と
な

り
、
治
行
稽
最
に
し
て
、
天
順
四
年
、
吏
部
、
か
天
下
の
治
行
卓
異
な
る
者

を
穆
げ
た
時
、
按
察
使
で
は
彼
が
唯
一

人
で
あ
っ
た
と
い
う。

天
順
五
年

右
副
都
御
史
と
な
り
、
江
南
十
府
を
巡
撫
し
た
。
問
問
史
各
百
五
十
九
、
劉

孜
仰
に
よ
れ
ば
、
「
刊
紙
松
財
賦
、
自
周
悦
立
法
後
、

代
者
多
紛
更
、
孜
首

訪
悦
遺
蹟
、
勘
酌
行
之
、

民
稀
便
」
と
い
い
、
よ
く
周
伐
の
遺
簡
を
つ
い

だ
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
仰
は
明
史
各
百
五
十
九
の
他
、
明
史
稿
省
二
百

二
十
八
、
園
朝
献
徴
鎌
倉
四
十
八
、
関
妥
法
鑑
銀
各
八
、
本
朝
分
省
人
物

孜
谷
六
十
五
の
他
、
図
朝
列
卿
記
、
明
名
人
停
等
に
も
見
え
る
。

③

陳

泰
(
一

四
O
三
l
一
四
六
九
)
、
字
は
吉
亨
、

一隅
建
部
武
府
光
津
豚

の
人
、
永
繁
二
十

一
年
郷
試
第
一
に
穆
げ
ら
れ
、
安
鹿
府
間
四
十訓
導
と
な

る
。
正
統
元
年
江
西
道
御
史
に
援
で
ら
れ
、
つ
い
で
貴
州
を
巡
按
し
、
さ

ら
に
山
西、

山
東
を
も
巡
按
し
た
。
正
統
九
年
四
川
按
察
使
に
擢
ん
で
ら

れ
た
が
、
鋲
守
都
御
史
意
深
と
忍
く
、
十
二
年
罪
を
得
て
下
獄
し
た
。
景

泰
元
年
、
大
理
寺
右
少
卿
に
進
み
、
つ

い
で
右
魚
都
御
史
に
な
り
、
保
定

六
府
の
巡
撫
か
ら
、

督
治
河
道
を
つ
と
め
、
景
泰
七
年
巡
撫
蘇
松
に
移
っ

た
。
Z
〈
順
の
初
め
、
資
東
副
使
に
移
っ
た
が
、
同
八
年
右
副
都
御
史
に
進

み
、
総
督
漕
運
粂
巡
撫
准
揚
諸
府
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
な
お
そ
の
停
は
明
史

容
百
五
十
九
の
他
、

数
多
く
見
ら
れ
る
。

@

太

僕

寺
の
丹時十
養
の
馬
匹
、

及
び
追
償
に
闘
す
る
問
題
は
、
谷
光
隆
「
明

代
馬
政
の
研
究
」
を
参
照
の
こ
と
。

⑬
憲
宗
貫
録
各
二
十

て

成
化
元
年
九
月
辛
未
の
係
に
は
「
戸
部
曾
官
談

各
庭
巡
撫
漕
運
等
官
所
陳
事
宜
、

一
各
庭
先
運
軍
糧
、
近
年
毎
石
暫
加
耗

米
五
升
、
今
直
毅
蘇
松
及
新
江
嘉
湖
杭
等
府
、
倶
水
災
、

其
耗
米
請
居
停

止、

-
各
庭
逃
軍
逃
因
不
這
之
徒
、
私
造
遮
洋
大
船
、
輿
販
私
康
、
毎
船
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東
百
徐
人
、
張
旗
抗
、
持
軍
器
、
起
自
蘇
揚
、
上
至
九
江
湖
庭
、
設
費
沿

途
、
但
遇
往
来
官
民
客
商
等
船
、
純
建
劫
掠
、
所
在
雌
有
巡
検
巡
捕
官

丘ハ
、
倶
寡
弱
不
能
敵
、

務
教
南
京
守
備
線
丘
ハ
等
官
、
自
銀
江
、
至
九
江
等

慮
、
差
援
操
江
官
軍
、
自
孟
演
河
至
蘇
松
通
泰
等
成
、
差
援
備
倭
官
軍
巡

捕
、
給
以
口
糧
、
侠
賊
徒
界
息
革
罷
、
一
感
天
井
直
隷
蘇
州
等
府
、
銭
糧

物
料
、
差
糧
長
運
戸
人
等
起
解
、
往
往
侵
欺
費
用
、
至
京
無
以
震
納
、
通

同
押
解
官
吏
、
以
勘
合
開
輩
、
於
勢
要
之
家
、
抵
嘗
借
債
、
故
累
裁
不
得

註
錦
、
請
教
爾
京
戸
工
二
部
、
凡
糧
長
運
戸
解
戸
、
解
運
物
料
、
畢
其
閥

箪
勘
合
、
務
親
交
領
、
如
有
抵
賞
者
、
印
篤
追
出
省
、
令
緋
還
私
債
、
一

雨
准
地
方
捕
獲
私
関
船
、
先
議
大
料
者
、
迭
提
彦
司
改
造
糧
船
、
小
料
迭

所
在
官
司
嬰
寅
、
近
各
慮
巡
堕
官
軍
、
作
弊
以
大
潟
小
、
緊
責
不
獲
賞

用
、
宜
令
但
獲
私
堕
船
、
無
分
大
小
倶
報
所
在
官
司
相
観
印
熔
、
径
迭
清

江
提
翠
司
造
船
、
議
上
倶
従
」
と
あ
り
、
免
運
の
軍
糧
の
加
耗
の
問
題
、

及
び
私
擦
針
策
が
列
傘
さ
れ
て
い
る
。

⑪
陳
翌
〈
一
四

O
四
|
一
四
七
二
)
、
陳
要
と
も
書
く
。
字
は
沖
寄
、
仲

寄
、
鳳
陽
虹
豚
の
人
、
正
統
元
年
の
進
士
、
戸
部
主
事
を
授
け
ら
れ
、
也

先
の
入
定
に
嘗
っ
て
、
、
氷
卒
等
成
の
桐
明
糧
調
達
に
仮
遣
さ
れ
た
。
天
順
中

に
右
副
都
御
史
と
な
り
、
さ
ら
に
南
京
戸
部
左
侍
郎
か
ら
南
京
戸
部
向
書

に
至
っ
た
。
そ
の
停
は
園
朝
敵
徴
録
者
三
十
一
、
皇
明
名
臣
琉
淡
録
各
十
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五
、
本
朝
分
省
人
物
孜
谷
十
七
等
に
見
え
る
。

⑫

南
京
戸
部
左
侍
郎
陳
翌
の
救
災
三
事
の
う
ち
、
特
に
こ
の
重
囚
審
録
に

閥
し
て
は
、
刑
部
か
ら
そ
の
彪
置
に
つ
い
て
上
奏
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
申
一山山

宗
貫
録
申
旬
二
十
三
、

成
化
元
年
十
一
月
美
亥
の
僚
に
見
え
る
。

⑬
憲
宗
賞
鎌
倉
二
十
三
、
成
化
元
年
十
一
月
乙
丑
の
係。

⑬
憲
宗
貫
録
谷
二
十
三
、
成
化
元
年
十
一
月
丁
巳
の
係
。

⑮
憲
宗
貫
録
名
二
十
九
、
成
化
二
年
夏
四
月
辛
酉
の
篠
に
、
「
調
都
察
院

右
愈
都
御
史
奥
深
子
南
京
、
以
奉
命
巡
視
准
揚
民
療
、
局
六
科
十
三
道
所

劾
也
」
と
い
う
。
な
お
園
朝
列
卿
紀
容
一
百
七
、
奥
深
の
停
に
よ
れ
ば
、

「
時
准
揚
薦
畿
、
一
帯
A
叩
賑
個
、
深
労
心
焦
思
、
九
事
有
盆
於
救
荒
者
、
準

以
便
宜
行
之
、
而
言
多
切
直
、
大
杵
檎
貴
、
雌
民
頼
以
務
、
而
深
之
誇
滋

怠
〈
、
明
年
春
召
還
、
言
官
劾
奏
、
必
置
深
於
法
、
深
危
甚
頼
天
子
(
憲
宗
〉

聖
明
、
第
遜
官
南
妥
、
時
代
者
都
御
史
林
勝
、
於
深
所
行
事
一
無
更
張
、

且
言
於
人
謂
深
質
有
盆
於
民
、
無
負
於
圏
、
於
是
其
窓
途
理
、
而
護
問
問
盆

重
」
と
あ
り
、
奥
深
が
橋
貴
に
さ
か
ら
っ

た
が
震
に
話
せ
ら
れ
た
が
、
林

輸
相
に
よ
っ
て
無
責
を
詮
開
閉
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑮
問
中
法
に
つ
い
て
は
、
寺
田
隆
信
「
山
西
商
人
の
研
究
」
等
を
参
照
の

こ井」。
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On the role of the Censors 御史in the disasters民痍of

　　　　　　

the early Ch'eng･ｈｕａ成化period

NI。１ｏ Ｓｅｎｒｙｕ

　　

In the year 1465, the first year after the accession of Hsien-tsung 憲

宗, heavy rains caused damage to the crops in Chihli, Chekiang, Honan,

and other areas.　In response, the Court sent out two officialsto formulate

ａ plan for relief: Shen l 沈義, Junior Vice-President of the Board of

Works, was sent to Pao-ting and Chen-ting while Wu Ch'en 呉珠, Junior

Investigating Censor, was sent to Huai･an and Yang-chou. This tour of

inspection, different in character from the periodic tours of local governorsｱ

was ａ special appointment ； and indeed in view of the wide powers accorded

them, must be viewed as a high　priority special assignment. Arriving

on the scene, they proceeded to take very, active measures, one of which

was the sale of ｏ伍ce and of ordination certificates to raise revenu←this

was an important in日uence on the later growth of venality of ｏ伍ｃｅ｡

　　

Less than half a year after this mission, the two ｏ伍cials were impri-

soned、Why ？ One reason was the fundamental di伍culty of such missions ；

the second was the unstable nature of the appointment of Hsun-shih min-mo

巡硯民痍and the difficultiesit raised in relationships with local ｏ伍cials.

After the demotion of these two ｏ伍cials,local relief policy developed into

one of the responsibilities of Travelling Censors and Investigating Censors.
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